
医療法人千水会 

一般名処方加算に係る掲示について  

 

• 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤

の成分をもとにした 一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があ

ります。一般名処方によって、特定の医薬品が不足した場合であっても、必要な医薬品が提供し

やすくなります。なお、患者さまが一般名処方の処方せんから長期収載品へ変更を希望した場

合は「選定療養」の対象となり患者さまの特別負担が発生します。ご不明な点やご心配なことが

ありましたら、当院職員までご相談ください。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 


